
２．講演等謝金支払基準

（単位：円）
標準単価 分野別職位等

区分 時間単価 大学の職位 大学の職位にある 民間 地方公共団体
者の平均勤続年数 等

大学学長級 17年以上 会長・社長・ 知事・市町村① 11,800
大学副学長 役員級 長② 9,300
大学学部長級③ 9,200
大学教授級1 工場長級 部長級④ 8,400
大学教授級2 12年以上 部長級⑤ 7,700
大学准教授級 課長級 課長級⑥ 6,900
大学講師級 12年未満 課長代理級 室長級⑦ 6,300
大学助教・助手級 係長・主任級 課長補佐級⑧ 5,100
大学助手級以下1 係員1 課員1⑨ 4,100
大学助手級以下2 係員2 課員2⑩ 3,100
大学助手級以下3 係員3 課員3⑪ 2,100

・ 大学学長級、大学副学長級、大学学部長級には、それらを経験した大学教
授級を含めてもよい。

・ 弁護士・医師・公認会計士・作家・俳優・評論家・僧侶・記者・アナウン
サ－等の個人については職位や階層の一般的な定義がないため、依頼分野に

、 、おける経験年数を考慮し 大学の職位にある者の平均勤続年数を参考として
標準単価の中から適宜単価を選択する。

・ 支払単位は1時間とし、1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨
て、30分以上は切り上げとする。ただし、全体で30分未満の場合は1時間と
みなす。なお、研修所、大学校等の専ら教育・研修を行う施設等が行う授業
については、支払単位及び端数の扱いについて、任意に設定してよい。

・ 著名人については他の講演等の実情を踏まえ適宜金額を設定する。
・ 国家公務員が公務として講師等を行う場合は支給しない。


